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自由権規約委員会は、第 138・139・140 会期に関する年次報告書を採択した。内容は以下

のとおり。2024 年 3 月時点での締約国は規約は 174 か国、個人通報手続に関する第１選択

議定書は 115か国、死刑廃止に関する第 2選択議定書は 90か国である。定期報告書の審査

は、第 138 会期で 7 か国、第 139 会期で 6 か国、第 140 会期で 7 か国について行い、各国

に対する総括所見を採択した。個人通報に関しては、第 138会期では 54件の通報に関する

決定を採択し、10件を受理不能、17件を審理不継続、本案に関する 27件のうち 19件を規

約違反ありとした。第 139 会期では 55 件の通報に関する決定を採択し、16 件を受理不能、

14 件を審理不継続、本案に関する 25 件のうち 22 件を規約違反ありとした。第 140 会期で

は 43件の通報に関する決定を採択し、9件を受理不能、15件を審理不継続、本案に関する

19件全てを規約違反ありとした。 

 


